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（1）研究の背景と目的

　近年、文化庁において文化財の観光利用などの諸施

策が推進されていることを背景に1）、「文化財の価値」

に関する議論が盛んに行われている。

　従来から文化財の価値として言及されてきた「本質

的価値」については、『史跡等整備のてびき』2）にお

いて一定整理されていることが良く知られているが、

平成30年の文化財保護法改正に伴い法定計画に位置付

けられた「保存活用計画」にかかる議論の際に、山下

信一郎は本質的価値について言及している3）。

　一方で、文化財には本質的価値以外にも多様な価値

があるとする論考もみられる。たとえば、海外、とり

わけ世界遺産における価値の議論を国内に紹介したの

が西村幸夫である。西村は、ユッカ・ヨキレットらの

論考を引用しつつ、文化財の価値について文化価値と

社会経済価値に分類して紹介している4）。また、文化

財を利用した際に得られる経済的価値については、そ

れらを貨幣価値で計測できるとの前提に立って論じた

青山ら5）や、澤村6）、小川7）等の論考があり、それ

らについて包括的に議論しているものが、垣内恵美子

の『文化財の価値を評価する』8）であろう。さらに、

社会的価値については、社会的価値と言明しないもの

が多いように見受けられるが、近代建築は地域住民に

とって記憶を呼び起こす装置として機能し、市民活動

が発生し、社会的価値を醸成しているとする研究9）

がある。加えて、これら社会的価値、経済的価値やそ

1．はじめに
の他の価値を本質的価値と並置して、「文化財の価

値」の総体を捉えようとした論考に松田陽の「保存と

活用の二元論を超えて─文化財の価値の体系を考え

る」がある10）。このほか、文化財の本来の意味や役割

を意味的価値、機能的価値として文化財の価値として

捉えようとする論考がある11）。その中で、文化財の活

用概念形成史において、意味的価値、機能的価値の存

在を指摘しているものに、伊藤らの「日本における文

化財「活用」概念の成立」がある12）。

　このように文化財の価値を巡っては様々な「価値」

が存在し、その相互関係についても指摘する論考が見

られる一方で、それら多様な価値認識の「齟齬」がも

たらす課題についても指摘する研究がみられる。

　たとえば、宗教的遺産は観光商品化されることによっ

て宗教的な価値から変容することを指摘する論考13）や、

無形民俗文化財の価値について地域住民と観光客との

間での認識の乖離を明らかにした研究14）がある。また、

社会的経済的価値と本質的価値の関係について、文化

遺産を活用することで遺産の保全にも社会経済発展に

も効果的とはしつつも、遺産の中心的価値が損なわれ

ず，持続的活用が保証される場合に限られるとする 

論考15）や、イギリス等の文化政策の道具主義化に関

する議論をひきつつ、日本における文化財の経済的活

用について検討を加え、日本では文化財の経済的活用

に対する文化政策への批判的な論考がほとんど見られ

ず、日本の政治家や官僚の多くはある程度数値化して

示すことが可能である経済的価値に傾倒しがちである

一方で、国民の間では文化の本質的価値のほうこそ支
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持を得やすいと思われることを指摘する論考16）など

も見られる。

　そもそも日本の文化財保護行政においては、「文化

財」とは法的な保護を与える対象として選別された事

物であり、文化財の価値とは保護すべき価値のことと

する認識がひろく受け入れられているともみられ、そ

れを「本質的価値」と呼称することも広く行われてい

ると思われる。また、文化財保護の現場においては、

保護すべき価値に基づき、厳密な文化財保存の取組を

進めてきた経緯があるなかで、文化財をめぐって行わ

れている多様な価値をめぐる言説と「本質的価値」と

の間にある齟齬をいかに克服するべきか、苦悩も多い

ものと思われる。

　そこで本稿においては、文化財をめぐって今日行わ

れている文化財の「価値」をめぐる議論を概観し、そ

れらの位置づけと関係性を明確化することで、文化財

をめぐる保護の対象とするべき価値を整理し、そのう

えで文化財の「多様な価値」をめぐる議論といかに向

き合うべきかを文化財保護の立場から考察することを

目的とする。

（2）研究方法

　研究の方法は、管見の及ぶ概ね2000年以降に公刊さ

れた文化財もしくはそれに関連する対象（文化遺産や

歴史遺産、歴史的建造物等を含む）の価値について言

及のある、前節において取り上げた論考の中から、特

に文化財に関する多様な価値を取り上げている論考を

取り上げ、それら論考中で示される文化財の価値につ

いて、その価値が指し示す具体的な内容を整理する。

さらに、以上の整理から示唆されながらも言及の無い

価値については、文化財保護法成立期にさかのぼり、

国会会議録の史料の読み取りから価値の内容について

把握する。最後に、以上の手順で把握された価値につ

いて、相互にどのような関係性を持つのか整理して、

多様な価値論といかに向き合うべきか考察する。

　なお、本稿において検討の対象とする文化財は、特

定の類型の文化財に限定せず、広く文化財全般を対象

とするが、先行研究の検討対象の影響などから、不動

産文化財等によりよく適合する議論となる可能性もあ

るので、あらかじめ了承されたい。

（1）論考等に見る本質的価値

　文化財保護の現場において、必ず議論されるのは、

本質的価値である。一方で、本質的価値とは何を示す

のかについては、文化財保護の現場においてそれほど

意識されていないようにも思われる。そこでまず、本

質的価値について整理を試みる。

　まず、ひろく知られている文化庁文化財部記念物課

の監修により整備に係る専門的な情報を整理した『史

跡等整備のてびき』17）における「本質的価値」の記述

内容を改めて確認する。

史跡等の「保存」とは、文化財保護法第2条に定め

る史跡等の個別の本質的価値を次世代へと確実に伝

達していくことである。史跡等の「保存」の基礎に

は、史跡等の本質的価値を明らかにするために行わ

れる学術的な調査研究がある。（下線筆者追加、以

下同様）

　このように、本質的価値とは次世代へ受け継ぐべき

もの、学術的な調査研究によって明らかにされるもの

という認識が表明されている。そのうえで、

史跡の本質的価値とは、史跡に指定された土地に存

在する「遺跡」が土地と一体となって有する我が国

の歴史上又は学術上の価値……名勝の本質的価値と

は、名勝に指定された土地が有する芸術上又は鑑賞

上の価値……天然記念物の本質的価値とは、動物

（生息地、繁殖地及び渡来地を含む）、植物（自生

地を含む）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じ

ている土地を含む）が有する学術上の価値

と示されており、ここで、本質的価値とは、指定され

た土地や物件が有する歴史上、学術上、芸術上、鑑賞

上の価値であるとされている。ここで表明されている

価値は、文化財としてすでに保護の対象となっている

ものに対して見出されている価値である。

　一方、文化庁の史跡部門主任調査官（当時）の山下

信一郎は保存活用計画に盛り込むべき内容について指

摘する中で価値に言及し18）、

史跡等の適切な保存活用の原点となるのは、当該史

跡等が指定に値する本質的価値とは何かを明確に認

2．本質的価値
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識し、関係者間で共通理解とすることである。

としており、本質的価値とは、指定に値する価値であ

るとの認識を示している。

　以上の記述からは、本質的価値とは、「土地や物件

に対して、法的保護の対象とする際に見出した歴史上、

学術上、芸術上、鑑賞上の価値」であり、それらは

「次世代へと伝達すべき価値」で、「学術調査により把

握される価値」という特性を持つとして認識されてい

ると整理することができる。

（2）文化財保護法における価値

　ところで「本質的価値」という語は文化財保護法に

は見られず19）、その他の文化財類型においては、「価

値」の語が用いられている。文化財保護法における価

値は第二条で整理されている。

第二条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるも

のをいう。

一　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古

文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴

史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一

体をなしてその価値を形成している土地その他の物

件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価

値の高い歴史資料（以下「有形文化財」という。）

二　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所

産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いも

の（以下「無形文化財」という。）

（中略）

四　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺

跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いも

の、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地

で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの

並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、

植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然

の現象の生じている土地を含む。）で我が国にとつ

て学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。）

（中略）

六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成し

ている伝統的な建造物群で価値の高いもの（以下

「伝統的建造物群」という。）

以上を整理すれば、

有形文化財：歴史上又は芸術上価値の高いもの

無形文化財：歴史上又は芸術上価値の高いもの

記念物：歴史上又は学術上価値の高いもの（史跡）

　　　　芸術上又は観賞上価値の高いもの（名勝）

　　　　学術上価値の高いもの（天然記念物）

伝統的建造物群：価値の高いもの

の各類型に価値の言及がある20）。名勝の鑑賞上の価値

を美的価値と捉え、自然名勝は人が生み出したもので

はないものの、大きく芸術上の価値に含めることがで

きるとするのであれば、文化財の価値は、歴史上の価

値、学術上の価値、芸術上の価値に集約することがで

きる。このうち、学術上の価値と芸術上の価値につい

ては、古社寺保存法にまでさかのぼって認められる価

値であり、学術研究の資料としての価値、新たな芸術

作品の模範としての価値のことである21）。一方、歴史

上の価値とはどういった価値であろうか。文化財保護

法の制定時、内閣法制局の職員で文化財保護法の策定

に関与した岸田実は、歴史上の価値について、以下の

ように説明している22）。

「わが国にとって歴史上価値の高いもの」とは、わ

が国の歴史を解明する上において価値の高いもの

つまり、歴史上価値の高いものとは、歴史研究をする

際の資料として重要であるものという認識であり、学

術上の価値と実態としては異ならない23）。

　以上から、文化財保護法の第二条で言及のある「価

値」については、学術上の価値と芸術上の価値の二者

に整理することができるものと考えられる。また、こ

れら学術上の価値及び芸術上の価値が、対象の「指定

に値する価値」として整理することができよう。

　これら学術上の価値と芸術上の価値（もしくは指定

に値する価値、本質的価値）は、専門家や行政内専門

担当者が学術研究をとおして見出す価値である。こう

した価値を明らかにする学術研究の過程を「価値付け

る」（動詞）と呼称し、その結果見出された価値を 

「価値付け」（名詞）と呼ぶことも広く流布している。

　なお、近年盛んな議論のひとつに、保存活用計画策

定の際に、「史跡等の付加的な事象・事物であっても

時間の経過によって新たな視点に基づく価値評価の可

能性が生まれ、本質的価値を表す諸要素へと移行する
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もの」にかかる議論がある24）。これは史跡の枢要な価

値を示す時代以降に付加された諸要素に対して学術上

一定の価値があると認められるものについてどのよう

に取り扱うか、という議論であって、上記学術上の価

値の範疇におさまるものと考えられる。

　西村幸夫は、Bernard M. Feilden と Jukka Jokilehto

による議論25）を引きつつ、価値付けについて考察し

ており、文化遺産の価値を文化価値と、社会経済価値

に分類して提示している26）。

　まず、文化価値にはアイデンティティとしての価値

があり、これは伝統的・精神的・宗教的・伝説的・時

代的・政治的・愛国的記憶に由来する価値で、科学的

客観的に図ることのできない、根本的に主観的な価値

基準であるとする。次いで、比較の上で明らかになる

芸術的・技術的価値があり、これは科学的で比較対照

可能な価値であるとする。さらに、希少価値があり、

これは統計的な価値基準である、とする。一方で、社

会経済価値には、経済的価値、機能的価値、教育的価

値、社会的価値、政治的価値があるとして整理している。

　西村が引用する論考は世界遺産の管理指針としてイ

クロムから1998年に発行された文書であり、論考の副

題に「世界遺産を例に」とあることからも、世界遺産

を念頭に記された価値である。そのため、これら諸価

値の記述は必ずしも日本国内でこれまで行われてきた

価値の議論とは結びつけて説明されてはいない。そこ

で、従来の日本国内の価値の捉え方との関係性につい

て西村の引用する当該イクロムの文書も参照しつつ検

討してみよう。

　まず、文化価値からみていくと、アイデンティティ

としての価値は、「特定の対象物や場所に対する社会

の感情的な結びつきに関連している」と説明されてい

る。これは、一定の時間や出来事を経ることで、社会

において一定の文脈を得たものに対して見出される価

値としてとらえられるだろう。ただし、注意するべき

は、アイデンティティとしての価値があるからといっ

て直ちに文化遺産として保護の対象になるとは限らな

3．文化価値と社会経済価値

いと考えられるということであって、これは、学術上

の価値や芸術上の価値とは異なるものであると思われ

る。例えば、集落の寺院や本尊の仏像には、集落の成

員によってアイデンティティの価値が見出されている

としても、文化財として保護する法的根拠を得るため

には学術的な価値付けが必要なことを想起するとわか

りやすい。

　ついで、比較の上で明らかになる芸術的・技術的価

値については、調査の結果に基づくとされている。こ

れは、日本の学術上、芸術上の価値に近いと思われる。

日本においても、文化財の学術上の価値は、他の文化

財と比較して、時間的・空間的位置づけを明確化する

ことによって行われる。考古学の型式学や、美術史の

様式論はまさしく、時間的・空間的位置付けを議論す

ることを基本としており、日本国内でも同様の価値付

けが行われている。

　さらに希少価値については、希少性、代表性、唯一

性からなるとしており、ほかに比較すべきものがない、

あるいは比較したうえで代表である、唯一であると認

識する価値である。であるならば、上述の芸術的・技

術的価値と大差ないといえるのかもしれない。

　ここでいう代表性や唯一性は、日本においては、文

化財保護法第二条の民俗文化財と文化的景観の定義に

みられる「理解のため欠くことのできないもの」とい

う語句や、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財

の指定基準にみられる「典型的なもの」、重要文化的

景観の選定基準における「典型的なもの又は独特のも

の」という語句に対応するものと考えられる。世界的

な議論からみれば、民俗文化財も文化的景観も価値と

いう語を用いることもできるのであろうが、その語を

用いなかったことについては注意する必要がある27）。

　続いて、社会経済価値については、経済的価値、機

能的価値、教育的価値、社会的価値、政治的価値が挙

げられている。まず、経済的価値については、

文化遺産の場合、経済的価値は、遺産資源や保全活

動によって生み出される価値と理解することができる。

とされており、日本の文脈においては、文化財活用の

結果得られる効果として捉えることができそうである。

次いで、機能的価値は、
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機能的価値は経済的価値と関連しており、元の機能

の継続や、建物や地域の適合的な利用の開始を意味

する。廃墟と化した建造物では、本来の機能的価値

は失われるが、資源の解説や、視覚芸術や舞台芸術

などの活動の場として、プログラム上の要件を満た

すことで、新たな機能的価値を見出すことができる。

とされており、ここでは、遺産が本来有していた機能

と、「転用」後に新たに付与された機能の両者が混在

している。日本においては、両者の性格は異なると考

えられ、転用後の新たな機能は分けて考えるほうが理

解しやすいと思われる。

教育的価値については、

文化観光の可能性や、歴史的資源を現在の生活に統

合する手段として、文化や歴史に対する認識を促進

することが含まれる。

とされており、児童・生徒の発達段階に応じた教育効

果が期待できる、ということではなく、あくまでも文

化財の認知に中心があるように思われる。

社会的価値については、

遺産資源の社会的価値は、伝統的な社会活動や現在

に適合した利用に関連している。地域社会における

現代の社会的相互作用に関わり、社会的・文化的ア

イデンティティを確立する役割を担っている。

とあって、地域社会のまとまりを促進する価値とみて

よさそうである。

　政治的価値については、

政治的価値とは、その地域や国に関する遺産資源の

歴史上の特定の出来事と関連していることが多い。

と説明されており、日本では明治天皇聖跡を思い起こ

すと理解がしやすいのではなかろうか。

　以上のように海外で行われてきた議論に基づく価値

の議論は、必ずしも日本国内の価値の議論とうまく関

連付けられて紹介されているわけではない。特に、文

化価値の中でも、日本の「指定に値する価値」は、

「比較の上で明らかになる芸術的・技術的価値」と 

「希少価値」に近いように思われるが、「希少価値」の

うち代表性や独自性は日本では価値と呼称していない

部分もあり、理解には注意が必要と思われる。

　前章で見た価値のうち、「経済的価値」は、「遺産資

源や保全活動によって生み出される価値」として理解

されていた。これは主に文化財を利用した効果に見出

される価値であるともいえる。こうした経済的価値に

かかる論考は日本国内でも多く発表されている。特に

見られるのは、文化財の価値は貨幣価値で表示が可能

であるという立場から、観光で消費する意思を示す金

額等を手掛かりに経済上の価値を測定しようとするも

ので、その代表が、垣内恵美子らによる『文化財の価

値を評価する─景観・観光・まちづくり』28）であろう。

　垣内らは、今日行政において政策効果の評価が求め

られている現状を踏まえ、「文化財保護にあたっても、

必要性、効率性、有効性の観点から、より客観的、定

量的に受益者や便益を明らかにし、政策の企画立案に

結び付けていく作業が必要になる」として、文化財の

持つ経済的価値を計測しようと試みている。この時、

経済的価値を利用価値（直接利用することで利用者が

便益を受け発生する価値）と非利用価値に分類し、非

利用価値については、教育的価値、存在価値、遺贈価

値、威信価値、オプション価値に分類し29）、これも貨

幣換算でどれほどの金額として捉えられるかを算出し

ている。算出の手法は、仮想評価法（CVM）、トラ

ベルコスト法（TCM）、コンジョイント分析を利用し

ており、それぞれ算出手法が異なるため、そこから得

られる数値の解釈やそこから判断し得る内容も異なる。

　本書では、それら分析の結果、「将来世代に遺して

おきたいといった遺贈価値や、そこに存在しているこ

と自体が素晴らしいといった存在価値」が、文化財の

もつ経済的価値には大きく影響しており、「文化財は

市場によって取引をすることができない、非排他性、

非排除性をもつ公共財」であり「政府の支援が妥当」

と結論している。

　ただ、本書をこれまでの文化財保護の脈絡において

理解しようとするときわめて難しい。本書の中には

「文化的価値」や「固有の価値」という語が度々登場

するが、垣内らは「文化的価値」や「固有の価値」に

ついて、明確な定義を行っていない。岐阜県高山市の

4．経済的価値
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重要伝統的建造物群保存地区を対象とした分析におい

て、「歴史的・文化的価値は、審美的価値30）、遺贈価

値、威信価値、存在価値、オプション価値と重複する

可能性がある」（p.147）として、分析対象から除外し

ており、これら審美的価値、遺贈価値、威信価値、存

在価値、オプション価値が、文化的価値を構成するも

のと認識しているようにもみえる。一方で、「文化財

が持つ固有の価値そのものは、直接計測することは困

難である」と述べたうえで、「しかしながら、この価

値を維持、保存することによって得られる便益を、何

らかの形で推測」することが本書の目的でもあるとし

ており、ここでは、「文化財が持つ固有の価値」と 

「経済上の価値」を分離している。固有の価値が文化

的価値であるならば、文化的価値は本書では計測して

いないことになる。同様に、本書の表題である「文化

財の価値を評価する」もまた、「文化財から得られる

便益を評価する」という意味なのか「文化財の文化的

価値を評価する」という意味なのかも、やはり判別し

がたい31）。

　第2章で詳細にみたように、文化財保護の脈絡にお

いては、これまで「文化財の価値」は、「指定に値す

る価値」（「本質的価値」＝「学術上の価値」「芸術上

の価値」）として捉えられてきた。当該論考をはじめ、

文化財から得られる便益を論ずる諸論考では、こうし

た従来の価値認識との関係が整理されていないものが

多く、文化財保護の立場からは、理解を難しくしてい

るものと思われる。

　以上の文化財の個々の価値論に対して、価値の相互

の関係性を整理しようと試みているのが、松田陽によ

る「保存と活用の二元論を超えて─文化財の価値の体

系を考える」32）である。松田は近年の文化庁による文

化財保護施策を整理したうえで、新自由主義に基づく

文化財施策を肯定しつつ、文化財に多様な主体が見出

す価値について、それらの相互の関係を論じている。

　この論考では、今日、多様な利害集団が文化財に対

して様々な価値を見出しており、文化財の保存と活用

5．価値体系論

をめぐる議論はあくまでもどの価値を優先すべきか、

という話であると指摘する。そのうえでアメリカ合衆

国の文化財マネジメントの議論を引用し、利害集団が

文化財に見出す利害の利、すなわち価値の創出に関わ

る部分に着目し、その相関関係を表した概念として

「価値体系」を提示する。その中で提示する文化財に

かかる価値としては、学術的価値、社会的価値、政治

的価値、経済的価値、審美的価値、宗教的価値の項目

を例示したうえで、文化財マネジメントにおいては、

全体で見た時に各利害集団が文化財から得られる価値

の総体を最大限になるように導くことが目指される、

とする。

　ただ、松田の論では、文化財の次世代への継承とい

う観点に課題があるようにも見受けられる。これまで、

文化財において本質的価値が議論され続けてきた背景

には、文化財は、次世代へ継承すべきものという認識

があった。これらを担保してきたのが学術的価値であ

り、学術的価値を他の価値と同列に置くとき、いかに

次世代へ継承するかという議論を改めて構築する必要

に迫られると思われる。また、多様な利害集団が文化

財から得られる価値の総体を最大限になるように「丁

寧な調整」を行うとしたときに、いかなる方法によっ

て調整を行うのかが文化財保護の現場ではすぐさま課

題となる。文化財保護の現場においては、調整の「方

法」にこそ課題があるのであって、その方法を提示し

ていく必要があるだろう。

　以上の本質的価値、社会的価値、経済的価値に加え

て、近年新たに指摘されているのが、文化財の本来の

意義や役割に対して所有者等が見出す価値、意味上の

価値や機能上の価値である。伊藤らは『文化財の「活

用」概念の成立過程』33）において日本の文化財「活

用」概念がいかに成立したかを検討し、文化財の活用

については、対象、価値、方法、効果の4要素に分け

て把握することが有効であるとしたうえで、明治期以

降、文化財に見出されてきた価値について言及してい

る。その中には、先にみた学術上の価値や芸術上の価

6．意味上の価値と機能上の価値
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値等に加え、文化財の本来の役割に則して利用し、本

来の機能や意味を充足する効果を得るというものがあ

り、住宅であれば居住の用を満たそうとするもの（機

能）、寺社の仏像や仏具であれば、法要祭典で用いて

宗教的な効果を得ようとするもの（意味）、などが例

として挙げられている。本来の役割や意義に即した利

用に見出す価値について、ここでは、機能上の価値、

意味上の価値と呼称することにしよう。

　この論考は、主に明治期から文化財保護法成立期ま

でを検討の対象としており、戦後の経過についてあま

り触れられておらず、わずかに、伝統的建造物群保存

地区の制度が創設されたことを契機に変化し、本来の

用途に即して住み続けることが活用であるという考え

方が登場したとして、こうした機能上の価値、意味上

の価値が文化財保護上是認されるようになったと指摘

するのみである。しかし、伝統的建造物群や文化的景

観は、地域住民が暮らし続けることを前提とした文化

財であり、その居住や生業といった機能上の価値を住

民が見出すことは当然文化財保護上必要であると考え

られているものと思われる。同様に、民俗文化財でも

特に無形民俗文化財については、風俗慣習、民俗芸能、

民俗技術のいずれに分類されるものであったとしても、

今日も地域住民が、機能上の価値や意味上の価値を見

出していない限り存続はしないものと思われる。

　これら機能上の価値や意味上の価値は、対象の「指

定に値する価値」ではない。しかし、それが有形文化

財であろうと記念物であろうと、文化財として認識さ

れる遥か以前、この世の中にその事物が創出される際

には、かならずこれら機能上の価値や意味上の価値を

有していたことは明らかである。こうしたことから、

機能上の価値や意味上の価値は、文化財として保護の

対象となる事物の成立基盤をなす価値であると考えら

れる。

　なお、文化財は所有者が文化財保護の一義的な責任

を担うことを前提としていることに注意すれば、所有

者が、文化財指定前から認識していた機能上の価値や

意味上の価値を、文化財指定後も引き続き持ち続ける

ことは、その存続に大きく貢献することが予想される。

たとえば、仏像であれば、寺院の中で「仏像」として

礼拝対象であり続けることで、その礼拝者によって維

持され続けるだろう。

　ただし、社会の変化に伴い、その機能上の価値や意

味上の価値がもはや見出せない場合は、所有者が新た

な機能を付加して利用し続けるということも行われう

る。たとえば、鋸屋根の工場をもはや工場として使い

続けることができない場合、それを改装してギャラ

リーや商店として利用することがある34）が、これを

「転用」と呼んでいる。この意味において、機能上の

価値と、転用後の新たな機能上の価値は明確に区別し

ておくほうがわかりやすい。

　なお、文化財は所有者が交代することもあり、特に

行政が公有化した場合、行政はそれまで所有者が対象

との間に見出していた機能上の価値や意味上の価値を

継承することはまず困難である。住宅建築を公有化し

た時に、職員住宅として使うことは無く、多くの市

民・国民がその住宅建築に触れることができるように

する。この場合は公共施設として利用することになり、

そのことに多くの市民・国民の支持を取り付けなけれ

ばならないという、別の課題に直面することになる。

　ところで、垣内や松田の論考には興味深い指摘がみ

られる。たとえば、垣内は、「将来世代に遺しておき

たいといった遺贈価値や、そこに存在していること自

体が素晴らしいといった存在価値」が、文化財のもつ

経済的価値には大きく影響していると指摘する。また、

「文化財保護は社会的に善いことであると認識されて

いることから、温情効果（warm glow）を引き起こ

しやすい」とも指摘している。このことは、文化財に

は、存在自体が素晴らしく、将来世代へ引き継ぐべき

ものであり、それを保護することは「善」であるとい

う広い国民的認識がある、ということを示しているよ

うにも思われる。松田は、平成10年（1998）頃、文化

財に社会的価値を追求しようとする動きが出始めた当

初、「文化財の経済性を正面から語ることへの慎み
0 0

の感

覚がまだこの頃にはあった。」として文化財に対する

態度に「慎み」という言葉を用いている。こうした垣

7．道徳上の価値
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内のいう「善」や松田のいう「慎み」は、言わば「道

徳上の価値」というべきものである。管見の限り、道

徳上の価値についてこれまでに言及のある先行研究は

見当たらない。そこで、文化財保護法成立当時の国会

議論にさかのぼり、国会会議録を史料として、道徳上

の価値にかかる議論が見られるかを確認してみよう35）。

　まず、昭和24年、衆議院議員の受田新吉は、国宝保

存法に基づく施策の限界について質問する中で、

国民代表であるわれわれにおいてこの法律を改正し

て、よつてもつて国民の重大なる文化的なこの資産

を後世の子孫に残すという責任を果したい。（第5

回国会　衆議院　文部委員会　第6号　昭和24年4

月8日）

と発言している。この発言からは、受田が、現代に文

化財を亡失せず、子孫に伝えることは自分たちの「責

任」であると考えていることが読み取れる。

　ついで、同国会の参議院文部委員会文化小委員会に

おいて文化財保護にかかる法案について、専門員の竹

内敏夫は、

それからその次に更に文化財保存に対して国民の協

力すべきところの義務という、これはいわば道徳的

な一つの宣言でございますけれども、単に政府だけ

がそういう文化財の保存に努めるだけでは、文化国

家の建設は非常に困難であつて、国民がそれに協力

して行かなければいけないといつたふうな一つの道

徳的な意味であつても、一つの義務をそこに規定し

て行きたいと、こういうふうなことを考えたわけで

あります。（第5回国会　参議院　文部委員会文化

小委員会　第1号　昭和24年4月19日）

と発言しており、道徳的な義務の宣言を法律に持ち込

むべきとしている。

　また、同じ第5回国会衆議院文部委員会において、

参議院文部委員長の田中耕太郎は参議院の議員提出に

よる文化財保護法案について説明する中で、

文化財を適当に保存する、また管理するということ

は、これまたネツクスト・ゼネレーシヨンに対する

われわれの義務であるという信念に基きまして、文

化財保護法案を立案し始めたのでございます。（第

5回国会　衆議院　文部委員会　第25号　昭和24年

5月22日）

と説明しており、次世代に対する義務である、という

受田と同様の趣旨の発言をしている。

　さらに、昭和25年4月26日第7回国会参議院本会議

において、参議院文部委員長の山本勇造は次のように

発言している。

今日におきましては、これらのかけがえのない尊い

ものが或いは腐朽し、或いは破損し、或いは焼減し、

或いは衰亡に瀕するというようなわけで、実に歎か

わしい状態になつておるのであります。若しこのま

までありますならば、上はそれを築き上げたところ

の祖先に対し、下はこれを受継ぐベきところの次の

時代の国民に対しまして申訳がないばかりではなし

に、世界に対しましても恥かしいことだと思うので

あります。

　ここでは「尊い」という語で文化財を形容するとと

もに、継承しなければ祖先や次世代に申し訳ない、世

界にも恥ずかしいとしている。

　このように、文化財保護法の成文化にあたって、文

化財は尊く、失えば祖先や次世代に申し訳なく、世界

に対しても恥ずかしく、次世代に継承する義務がある、

という認識を、議案提案者をはじめ複数の者が表明し

ており、道徳上の価値を見出していたものと考えられ

る。この道徳上の価値は、次世代の人々が利用できる

ようにする遺贈価値とは異なり、現在において我々に

は次世代へ継承する責任・義務があると考えることに

特徴がある。また、こうした認識は、先に垣内が指摘

する「文化財保護は社会的に善いことであると認識さ

れている」こととも極めて調和的であって、同様の認

識は文化財保護担当者もふくめ、日本の国民が広く共

有しているものと思われる。さらに、こうした道徳上

の価値は、文化財を保護する動機となる価値認識で

あって、その特別な取り扱いを正当化するのが、学術

上、芸術上の価値を明らかにする価値付けの行為であ

ると考えられる。

　なお、この道徳上の価値は、竹内敏夫による国会で

の発言にもあったように文化財保護法に反映され、第

四条の「国民、所有者等の心構」として成文化されて

いる36）。
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（1）文化財に見出す価値

　第2章から第7章までに見てきた文化財に関する価

値の言説について、それらが相互にどのように関係す

るのかについて、ここで改めて整理してみよう。

　まず、本質的価値は文化財の指定に値する価値であ

り、文化財として認識される際に見出される価値であっ

て、「学術上の価値」と「芸術上の価値」によってい

た。一方で、文化財の本来の役割や意義に見出す「機

能上の価値」や「意味上の価値」は、文化財として認

識される以前にその対象となる事物が創造され、その

後機能や意味が次第に変容することはあったとしても、

対象に対し所有者らが見出してきた価値であった。

　これに対し、海外での議論をもとに整理された文化

価値には、一定の社会的文脈を経て見出される「アイ

デンティティとしての価値」、「芸術的・技術的価値」、

「希少価値」があり、「芸術的・技術的価値」は日本の

「学術上の価値」、「芸術上の価値」に近く、「希少価

値」は日本の民俗文化財や文化的景観の「価値」に近

いものと思われた。一方で「アイデンティティとして

の価値」は日本の文化財保護の脈絡では指定に値する

価値としてはみなされていないと思われた。また、社

会経済価値には、経済的価値、機能的価値、教育的価

値、社会的価値、政治的価値があり、機能的価値は本

来の役割という意味での機能と、転用などを経て新た

な社会的意義を与えられた際の機能とがまとめられて

おり、区別する必要性があると思われた。

8．考察
　さらに経済的価値にかかる論考においては、貨幣価

値換算で文化財の「価値」を示すことを特徴とし、そ

の価値を利用価値と非利用価値に分類したうえで、非

利用価値をさらに、教育的価値、存在価値、遺贈価値、

威信価値、オプション価値に分類していた。これらの

価値をいずれも文化財から得られる便益として捉えれ

ば、対象となる事物に対して文化財としての認識が成

立して以降に見出される価値であると思われた。

　最後に道徳上の価値については、文化財を保護する

動機となる価値認識であると思われた。文化財を保護

すべきという認識（道徳上の価値の認識）が発生し、

それを正当化するのが、学術上の価値や芸術上の価値

を明らかにする価値付けという行為であるとすると理

解しやすいと思われた。

（2）文化財に価値を見出す主体とその継続時期

　では、これら価値はどのような主体によって見出さ

れ、それはいかに関係し、また継続するのであろうか

（図1）。

　まず、本来の機能や意味に価値を見出しているのは

所有者等であると考えられる。この価値認識は文化財

に指定されようとされまいと、所有者等によって認識

されているものであると考えられ、事物が存在し続け

ている今日まで継続している価値認識であると思われ

る。ただし注意すべきは、社会の変化にともない、機

能上の価値や意味上の価値は、変化したり、衰退した

り、あるいは完全に喪失したりしている場合もある。

　ついで、アイデンティティ上の価値は所有者等だけ

ではなく、周辺の地域住民も見出す価値であると思わ

図1　価値の認識される時期とその継続時期
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れる。地域にとっての特徴的な文化財が地域の「アイ

デンティティ」の源泉となっていることもまた今日見

られるものであるが、それらは、文化財指定前から存

在しているものもあろう。また、その状況を踏まえて、

専門家や行政の専門担当者は、所有者等や地域住民ら

とともに、それら特定の対象となる事物は遺すべきも

のであるという道徳上の価値を見出し、文化財を保護

する動機としているものと思われる。

　一方で、文化財の指定に値する価値である学術上、

芸術上の価値、もしくは希少性については、文化財専

門担当者も含めた専門家によって見出される価値であ

るといえる。これは学術的研究によってのみ見出され

る客観的で比較可能な価値であり、対象となる事物を

他の事物から区別して行政的に特別な措置を与える根

拠とする価値である。文化財保護行政はこの価値を保

護の対象ととらえ、この価値が継続するよう文化財の

保護措置をとっているといえる。

　一方で、これら文化財の指定に値する価値は学術的

に研究してはじめて認識されるものであって、広く国

民が容易に認識しうるものとは言い難い。そのため、

この文化財の学術上等の価値を広く国民に周知し、認

知させるという意味において、教育上の価値が見出さ

れることとなる。こうした教育上の価値を見出す中心

は、文化財を次世代へ伝えることを義務とみなす道徳

上の価値を見出す地域住民や専門家、行政の専門担当

者らということになるだろう。同時に、こうした人々

は、社会のまとまりを作り出す社会上の価値をも見出

すことになる。

　ところが、文化財の中にはすでに本来の機能や意味

を喪失しているものも存在する。あるいは所有者も変

化しているものも存在する。これらに対して、本来の

機能とは異なる利用の在り方で今日的な機能を付与し

ようとする場合も見られる。これら新たな機能上の価

値を見出す主体は、所有者等や地域社会、あるいは所

有権や使用権を得た行政や企業である場合もある。

　さらに経済上の価値については、価値を見出す主体

はより幅広く、国民全体、ないしは人類全体になる可

能性もあろう。利用価値については、対象となる文化

財を実際に利用する者が見出す価値であり、非利用価

値は少なくともその文化財の存在を認知している人々

が見出す価値であると思われるが、いずれにしても、

「文化財」という認識が成立して以降のものというこ

とになる。

　今日において、行政は文化財「活用」にかかる施策

を文化財という認識が成立して以降に見出された価値

に基づき実施することが求められている。これは、

「活用」によって生み出される教育上、社会上、経済

上の効果を得る、すなわち、文化財が適切に現代社会

へ生かされることが文化財保護に予算を充当すること

を正当化するという認識に基づくものと考えられる。

しかし、こうした文化財に新たに見出され付与された

諸価値に基づく施策は、所有者や地域社会に文化財を

保護・継承する動機をもたらすものとは言い難い。な

ぜなら、それらは所有者や地域社会の価値認識から乖

離しているからである。むしろ、本来の機能上の価値

や意味上の価値、アイデンティティ上の価値、あるい

は道徳上の価値などの価値認識こそ保護・継承の動機

をもたらすものであり、行政はこれまで学術上の価値

に基づいて特別な措置を講じてきたのであって、これ

らを軽視して、文化財にかかる事業を実施するのは文

化財の次世代への継承の観点からは好ましいとは 

言えない。むしろ所有者や地域社会が見出している 

価値のコンテクストにしたがって、文化財にかかる事

業を実施することが望ましい。そうしたコンテクス 

トに従った事業は、文化財の保存に資すると考えら 

れる37）のみならず、それらの中には高い教育上の効

果や、社会上の効果、経済上の効果を得られるものも

見出され得るだろう。すなわち、文化財に対して教育

的価値や社会的価値、経済的価値を見出す者は、まず

所有者等や地域社会が文化財に対していかなる価値を

見出しているかを十二分に把握し、そのコンテクスト

にそった事業計画を立案することが望ましいといえよう。

　文化財の価値について、文化財に見出される多様な

価値とは、誰が、いつ見出しているものなのかについ

て十分注意を払いつつ、所有者等や地域住民が価値を

9．まとめ
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見出しているコンテクストに添って、文化財の保存と

活用を進めていくことが我々には求められていると思

われる。
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